
【芽室町】 

端末整備・更新計画 

 

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

①  児童生徒数 １，４８９ １，４６８ １，４１４ １，３４５ １，２９６ 

② 予備機を含む 

整備上限台数 
１，７１２ １，６８８ １，０１０ ４７６ － 

③ 整備台数 

（予備機除く） 
－ ５３６ ３９５ ４１４ － 

④ ③のうち 

  基金事業によるもの 
－ ５３６ ３９５ ４１４ － 

⑤ 累積更新率 － ３６．５％ ６５．８％ １００．０％ － 

⑥ 予備機整備台数 － ８０ ５９ ６２ － 

⑦ ⑥のうち 

  基金事業によるもの 
－ ８０ ５９ ６２ － 

⑧ 予備機整備率 － １４．９％ １４．９％ １５．０％ － 

（端末の整備・更新計画の考え方） 

令和２年度に町内全小中学校の端末を調達・令和３年度から運用を開始しており、運用から５か年

経過したものを更新する。更新にあっては、予算の平準化を図り順次進める。 

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 

〇対象台数：１，８５６台 

〇処分方法 

・使用済端末を公共施設や福祉施設、庁内 WEB 会議用などで再利用 ：２００台 

・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託 ：１，６５６台 

〇端末のデータの消去方法 

・処分事業者へ委託する 

〇スケジュール（予定） 

令和７年 ３月 令和７年度共同調達に係る事業者が決定 

令和７年１０月 新規購入端末納入（納入後、各種設定を行い、令和８年３月までに各校へ配布） 

令和８年 ４月 新規購入端末の使用開始 

令和８年 ９月 使用済端末の事業者への引き渡し 

〇その他特記事項 

・特になし 

 


